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透析医療は週 3 回というスケジュールが守らなければ，患者の生命に関わると同時に電気，水道および透

析機器という社会的および医療インフラに強く依存する治療であるために，災害などにより提供可能なリソ

ースが減少し，透析治療の継続が困難になった場合，透析患者を速やかに透析治療が可能な場所に移動させ，

そこで治療を継続する，ということが必要となる。このことは，古くから関係者には認識されており，平成 7

年兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）以降に発生したいくつかの災害では，最大で 300 人強という規模で透

析の継続が困難な患者が発生したが，患者移送と支援地での透析治療が大きな問題なく実施された。

平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）においては，約 1 万人という規模の透析難民が発生した。

これは阪神淡路大震災に発生した約 3,000 人を大きく上回る本邦で透析医療が始まって以来の事態であった。

さらに千年に一度といわれる規模の津波は，福島第一原子力発電所の事故による甚大な放射線災害を引き起

こし，また沿岸部の一部では，医療リソースの回復が遅れるという事態を招き，それぞれ透析医療にも甚大

な影響を与えることになった。結果的には，文字どおり現地関係者の寝食を惜しんだ努力により，透析を受

けさせることができないという事態に陥ることなく対応することができた。しかし，その過程の検証により

さまざまな問題があったことが判明している。

本章では，実際に透析の実施が困難になった被災地の医療者の立場，また移送された患者を受け支援透析

を実施した医療者の立場から，その経過および問題点について執筆していただいた。透析医療者間のコミュ

ニケーション，大量移送および移送先の宿泊の手配，行政との調整，移送先における患者の生活，支援側透

析施設の認識など，さまざまな問題が障害として立ちはだかったことが示されている。東北地方は，宮城沖

地震が高い確率で発生することがアナウンスされていたことなどから，全国的にみても災害の備えは進んで

きた地域であった。今後，発生が憂慮される首都直下地震や東南海地震においては，今回の震災における問

題がさらに大きな障害となる可能性は高い。これらのことも踏まえ，患者移送，支援地における透析および

患者情報の共有について提言を行う。

第 3章 序 文
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東日本大震災以前の支援透析・ 
患者移送の考え方

総論でも述べたように，透析医療はインフラに深
く依存しており，大災害によるインフラ損壊などの
理由で治療続行は困難となる。この場合，透析可能
な施設での支援透析が必要になる。過去の災害にお
いても，さまざまな形で支援透析および患者移送が
行われたが，阪神淡路大震災においては，支援透析
および患者移送は施設単位の連携と患者の自力移動
で行われ，一部の支援透析の患者受け入れで施設間
の連携があったほかは，組織的な動きはほとんどな
く，当時の日本透析医会もサポートできなかった。
この反省から，現行の日本透析医会災害時情報ネッ
トワークが整備されることになり，平成 12 年に本
格的に運用が開始された。

その後のいくつかの災害で支援透析と患者移送を
要する事態となったが，いずれにおいても通信手段
に大きな問題が生じなかったことと，支援透析を要
した患者数が多くても全体で 300 人強に留まったこ
とで概ね支援透析および患者移送がスムースに行わ
れた。

東日本大震災以前の支援透析を必要とした災害の
経験から，東日本大震災以前の日本透析医学会の災
害時の域外搬送，支援透析の考え方は次のようなも
のであった。
1）被災地よりキャパシティの大きい地域の複数の

施設で支援透析を行う（阪神の時は神戸→大阪，
中越・能登の時は郡部→都市部）。

2）地域の透析施設間のネットワークによる調整が
きわめて重要（中越地震は新潟大学関連のネッ
トワーク，能登地震は金沢大学，金沢医科大学
関連のネットワークが機能）。ただ，被害規模
が大きい場合は全体としての調整は困難（阪神

淡路大震災の時は大阪府下の病院が調整機能を
果たしたが部分的であった）。

3）小規模で距離がある程度近い場合，支援透析は
外来で。長期間，遠距離の支援透析の場合は入
院対応する。

4）これまで搬送自体ができないという事態はなか
った。

災害時の支援透析において，何よりも重要なのは
地域のネットワークであり，その重要性は東日本大
震災においても，改めて確認する結果となった。そ
の一方で，東日本大震災はあまりにも支援透析を要
する患者が多く，特に，患者搬送の手段，および移
送後の宿泊の確保，患者情報の共有など，これまで
の災害では経験しなかったようなさまざまな問題が
生じた。

東日本大震災における支援透析・ 
患者移送の概要

東日本大震災では，東北地方のほぼ全域が停電に
なるなど，インフラの障害がきわめて大規模に発生
したため，一時的にでも透析を受けられなくなった
患者の規模は阪神淡路大震災を大きく上回った。支
援透析および患者移送の規模は，震災直後に調査す
ることが震災対応中の施設の負担を考慮し困難であ
ったため，平成 23（2011）年 3 月末の時点で，各
県のコーディネーターなどの報告を踏まえ，少なく
とも全国 20 都道府県に 1,356 人以上の透析患者が
被災県から移動したことがわかった程度であった。
しかし，平成 23（2011）年末現在の日本透析医学
会統計調査では，震災関連の調査をあわせて行い，
震災による支援透析・患者移送の実態がある程度明
らかになった 1）。

この調査によれば，震災に起因する透析室が操業
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不能になった施設は 16 都県の 315 施設にのぼった。
これらの施設のすべてで他施設における支援透析を
要したわけではなく，159 施設が震災当日または翌
日に透析を再開することができた。停電の持続，施
設の損壊からの復旧が遅れたなどの理由で支援透析
を依頼した施設は，ほぼ半数の 12 都県 161 施設

（51 .3％）であった。
一方，患者を受け入れた施設はほぼ日本全国にわ

たり，福井，徳島，香川，高知，鹿児島の 5 県を除
く 42 都道府県で 992 施設（25 .3%）にのぼった。
各施設から報告された受け入れ患者数の合計は
10 ,906 人となったが，同一患者を複数の施設で受
け入れたケースも報告されており，実際に支援透析
を受けた患者数はこの人数より少ないと思われる。

これらの施設の中で受け入れ患者数 4 人以下と答
えた施設は 715 施設で，1 施設あたり 5 人以上の患
者を受け入れた施設は，18 都道県 275 施設で，北
海道，東北，山梨を除く関東，新潟，富山，岐阜，
和歌山に限られた。これらの都道県以外では親類や
家族を頼って患者が移動したケースがほとんどと考
えられる。一方，1 施設で 50 人以上の患者を受け
入れた施設も，茨城の 16 施設，宮城の 13 施設など
48 施設あった。

都道府県別の受け入れ患者数の合計で一番多かっ
たのが，宮城県の 3,347 人で宮城県の全透析患者数
4,879 人の 69%に達した。次いで，茨城（1,927 人），
福島（1,600 人），東京（823 人），栃木（749 人）
の順であった。なお岩手は 392 人，山形は 246 人で
あった。

受け入れ患者数を入院・外来の別でみると，入院
が 1,078 人，外来が 9,828 人であった。都道府県別
でみると，比較的入院対応が多かったのは，施設別
でいうと北海道（受け入れ 30 施設中入院対応 22 施
設），岩手（受け入れ 36 施設中入院対応 19 施設），
富山（受け入れ 10 施設中 5 施設）などであり，受
け入れ透析患者の合計でみると，宮城（169 人），
東京（160 人），福島（105 人），茨城（91 人）など
であった。

今回の日本透析医学会の調査で，ほぼ 1 万人の透
析患者が他施設で透析を受けるという実態が明らか
になった。受け入れは被災施設の多かった宮城，茨
城，福島，栃木以外では，東京，千葉，神奈川など

の施設が多くキャパシティの大きい地域が支援透析
の受け皿となった。前項で遠距離の支援透析の場合
は原則入院による，という考え方であったことを示
し，実際日本透析医会が支援透析のコーディネート
を行った北海道と富山県の場合は入院による受け入
れが基本となったが，全体としては，入院は全体の
1 割程度で，ほとんどが外来対応となった。これは，
被災地内での支援透析では外来対応が多かったこと
と，患者が個別で移動し自力で滞在場所も確保した
ケースが少なくなかったこと，新潟，東京など多数
の患者が一度に搬送された事態においては入院での
対応が困難であったことが原因として考えられる。

東日本大震災で浮かび上がった 
支援透析・患者搬送の課題

●東日本大震災における支援透析の特性
東日本大震災では，支援透析・患者搬送につい

て，これまでになかった課題を浮かび上がらせた。
結果的に約 1 万人という透析難民を，透析を受けさ
せることができないという事態に陥ることはほとん
どなく対応することに成功し，これは特に行政から
は高い評価を受けたが，その過程においてさまざま
な問題があったのは事実である。また東日本大震災
という災害の性格の個別性を認識した上で評価しな
ければ，今後起こることが予想される災害に対して
対応を誤る可能性がある。

まず東日本大震災の原因となった東北地方太平洋
沖地震は海溝型地震であり，被害の原因の多くは津
波と停電，断水などのインフラ障害であった。直下
型地震が原因となった阪神淡路大震災とは異なり，
建物倒壊による被害は少なかった一方，被災地域は
広汎であり，これが支援透析・患者搬送をする上で
の大きな障害になった。また，関東地方にも被害は
あったものの，大きな被害があったのは東北地方で
あり，仙台周辺を除けば大都市圏の被害はほとんど
なかった。東南海地震では，太平洋沿岸の人口密集
地域を津波が襲うことが想定されており，仮に東日
本大震災と同程度の地震の規模で東南海地震が起こ
るような事態になると，被災透析患者の人数や被災
施設の数は，東日本大震災を上回る可能性が高い。
さらに，今回被災した東北地方は，M7 クラスの宮
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城県沖地震が 30 年以内に 99%の確率で発生すると
評価されていたこともあり，全国的にも地震に対す
る備えが進んだ地域であったことも見逃せないポイ
ントである。たとえば仙台社会保険病院は，大容量
の自家発電と貯水槽を持ち，地震発生翌日から 1 日
7 クール，1 週間で延べ 1,759 人の透析を施行し，
患者を域外に出すことなく支援透析を行うことがで
きたが，このような機能と備えを持つ透析施設は全
国的にみてもほとんどない。首都圏，大阪府など都
心部の自家発電機を持たない施設の割合は 60%を
超える。都市部を襲う広域災害を想定した場合，東
日本大震災以上に，遠隔患者搬送を伴う支援透析の
必要性は高いということがいえる。

●支援透析のキャパシティと移送手段の問題
東日本大震災の際に日本透析医会から呼びかけ，

後方地域の受け入れ体制の整備を求めたが，震災発
生 13 日目の最終集計では 39 都道府県において入院
対応 3,732 人，外来対応 13 ,840 人，合計 17 ,570 人
であった。この数字は遠隔搬送を前提としたもの
で，別項で論じたように，たとえば首都直下地震で
発生が想定される 2 万から 3 万の透析難民の対応に
はかなり不足しており，被災地および被災地の隣接
地域で相当数の患者に対する支援透析を行うことが
前提となる。

さらに必要な支援透析を行うキャパシティを確保
したとしても多数の患者をどのように搬送するか，
は大きな問題である。東日本大震災以前の地震に際
する遠隔患者搬送で，移送手段自体が特段の障害に
なることはなかったが，今回の震災では，患者をど
のような手段で搬送するかが大きな問題になった。
患者搬送の手段としては，空路，陸路，海路があ
り，搬送手段の主体としては，政府，自治体，民間
の三つが考えられる。空路は政府の所轄するヘリコ
プターか飛行機に限られ，海路は陸路より有利とい
う地理的条件があった時のみ成立する。今回の震災
では，政府は必要な患者搬送について少なくない関
心を払っていたと思われ，それが日本透析医会のコ
ーディネートで行った宮城県から北海道への患者搬
送に自衛隊機を使うことにつながった。陸路でも交
通規制の問題があり，必要であれば政府に移送を要
請することが一つの方向性であろう。

一方，いわき市から東京，新潟などに遠隔患者搬
送した場合には，搬送手段の確保が大きな障害にな
った。いわきの状況は原発事故による混乱が大きく
影響しており，自治体も機能していなかったなど，
一般的な災害想定とは異なるかなり特殊な事態と考
えられるが，送り出した被災施設，患者搬送をコー
ディネートした主体と受け入れの支援施設側，およ
び医会で情報共有がきわめて不充分だったことが大
きな混乱を招いた。その背景には時に情報共有のた
めのネットワークが整備されていなかったことがあ
る。

●施設間の情報共有の問題
災害時における施設間の情報共有は大きな問題で

ある。透析医療における災害時の情報で最も重要な
ことは透析が施行可能かどうかであるが，透析がで
きない場合，あるいは施行できてもさまざまな制限
がある場合，支援透析が必要となる事態が出てく
る。その場合，どれぐらいの患者数を引き受けても
らうか，その場合の移動手段を確保できているの
か，という情報が必要になる。

支援する施設側からも，どれくらいの人数が受け
入れ可能なのか，外来のみの対応なのか，入院が可
能かどうか，その場合の受け入れ人数，入院以外で
宿泊の対応は可能か，などの情報提供が必要とされ
る。また，被災した施設で透析が可能であっても，
不足するものがあれば供給しなければならない。

日本透析医会が平成 12 年から運用を開始した
WEB ベースの災害時情報ネットワーク情報共有シ
ステムは，災害時に被災地，支援地，行政間でこれ
らの情報を共有するというコンセプトの下に作られ
た。東日本大震災は，現行の情報システムを整備し
て初めての広域災害であったが，大規模災害発生時
の情報共有の必要性を想定した本システムのコンセ
プト自体は，基本的には間違っていなかったといえ
る。平成 23（2011）年末の日本透析医学会の調査
においても，日本透析医会災害情報ネットワーク
は，実に 51 .8％の施設が災害時情報収集の手段と
してあげられている。

しかし，実際の運用を振り返って検討してみると
数多くの問題があったのは事実である。東日本大震
災時の施設の情報登録はピーク時で 1 日 758 施設の
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登録があった。この登録数自体は大変なものである
が，その詳細をみると情報登録はほぼ支援地に限ら
れ，被災地からの報告はごく限られたものであっ
た。今回の震災に関していえば，被災地からの発信
は通信インフラの損壊が激しく不可能であり，また
ある程度通信インフラが復旧しても，危機的状況下
では，外部への情報発信の余裕は全くなかったとい
う。また災害情報ネットワークの登録情報は，その
ままでは膨大かつ雑多であり，何が有用か全く理解
できない，というのが多くの被災地の先生の意見で
あった。現実には情報をまとめる人がいなければ支
援地の情報は被災地には役に立たない。

●遠隔搬送時の滞在場所の問題
患者を搬送したとしても滞在場所を確保すること

は，患者数が多くなるほど問題になる。患者が相対
的に少なければ，入院対応が基本になり，実際，前
述のように北海道や富山では長期間の受け入れを複
数の施設が分担して入院で行ったが，今回のいわき
から新潟や東京への移送のような規模となると，入
院対応は困難になり，実際自治体が宿泊施設を手配
することになった。新潟は中越地震の経験から自治
体も災害対策に理解があったことが時間のない中で
対応できた大きな要因と思われるが，すべての自治
体にそのような対応を期待することは現時点ではで
きない。平時の自治体との協議が必要であろう。

また治療のためとはいえ普段の生活の場から遠く
離れた場所での生活は，期間が長くなるほど患者に
はストレスになった。経済的，心理的なサポートも
大きな課題である。

●患者情報の共有の問題
日本透析医学会の調査によれば，患者への平時か

らの透析条件の情報提供をしている施設は全国で
73 .7%であり，その手段の多くは，患者カードまた
は患者手帳・ノートであった。大きな手間をかけて
患者情報の更新を行っている施設もあるが，支援透
析を経験した施設の関係者の多くは，細かい患者情
報があってもほとんど厳密に対応できることは少な
い，ということをいう。まして停電などの状況下で
パソコンに頼るような情報共有の方法は困難であ
り，基本は紙ベースが望ましいと考える。一部に災

害時の対策として患者情報のクラウド化という提案
もあるが，災害時に起こるインフラ障害を考え，ま
たそのシステムにかけるコストを考えた時に，少な
くとも災害時の透析治療の情報共有のあり方として
は適切ではない。

■参考文献

1）  日本透析医学会統計調査委員会：わが国の慢性透析療法
の 現 況（2011 年 12 月 31 日 現 在 ）． 透 析 会 誌 46 :1 -
76 , 2013
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福島県いわき市からの搬送

●はじめに
震災発生直後より，いわき市では断水と原発事故

の影響のため透析施行が困難となり，いわき市およ
び周辺の多数の透析患者を東京都，新潟県，千葉県
に移送し透析を継続することになった。この項では
東日本大震災におけるいわき市から支援地までの透
析患者移送の概略を示す。

いわき市には 10 施設の透析施設があり，透析患
者の総数は 1,054 名であった。

各透析施設の位置と患者数は図 1に示す。また
透析患者移送の中心となったときわ会グループは，
いわき市に 3 施設，いわき市を中心に，透析と泌尿
器疾患を中心に診療するグループで，主な透析施設
として，いわき泌尿器科，常磐病院，泉中央クリニ
ック，富岡クリニック（富岡町，福島第一原発から
約 10km），北茨城中央クリニック（北茨城市）か
らなり，当時の総透析患者数は約 900 名であった。

●東日本大震災発生直後の状況
気象庁の発表によると，最大震度 6 弱を観測した

いわき市では，震度 4 以上が約 190 秒続いた中で，
震度 5 強に相当する揺れの部分が 40 秒，震度 5 弱
以上が 70 秒あり，これは各観測地点のなかでは最
長であった 1）。震災発生直後よりいわき市内では，
停電となった地域は限定的であったが，ほぼ全域で
断水となった。

ときわ会グループの透析装置の故障は軽度で，故
障は直ちに修理した。水道復旧に関しては見通しが
立たず，給水車による補給に頼るしかなかった。し
かし，もともと水不足の経験のないいわき市では大
容量の給水車がないため，透析施設ばかりに優先的
に配給できないとの理由で，限られた量しか給水さ
れなかった。ときわ会の施設では粘り強く市水道局
と交渉し，何とか給水車で補給を行ってもらい，ま
た自衛隊の支援もあり何とか透析を行うことができ
た。その際，短時間で透析を行い，より多くの患者
が透析できるように工夫したという 2）。

（イ）大規模患者移動の実際

図 1　いわき市の全透析施設の分布と総透析患者数（1,054 名）
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●福島第一原発事故と風評被害
3 月 12 日午後 3 時 36 分，福島第一原発 1 号機の

水素爆発が発生した。黒煙が噴き上げる映像から，
いわき市民の多くはパニック状態となった。避難や
避難準備のため市民がガソリンスタンドや商店に行
列を作り，その日のうちに商品がなくなり休業する
店もでた。さらに 3 月 14 日 3 号機が水素爆発を起
こし，その翌日，第一原発より 30km 圏内の屋内
退避勧告が発表された。いわき市の北部がこの
30km 圏内に入ったため，この発表を契機に，いわ
き市民は列をなして市外に避難をした。その数は 6
万人とも 7 万人ともいわれた。

この屋内退避勧告発表以降，いわき市内への物流
は完全に止まった。ガソリンや食料品などの生活物
資はもちろんのこと，医薬品やダイアライザーなど
の医療物資も手に入らなくなった。特に内服薬は院
外調剤のため，院内には限られた在庫しかなく，そ
の中でのやりくりを強いられた。ガソリンの確保が
できなくなると，患者送迎や職員の通勤が困難とな
った。また医療スタッフのうち特に小さな子供がい
るような世帯は自主避難をしてしまったため，透析
を行う最低限のスタッフしか確保できなくなった。

またいわき市立総合磐城共立病院でも震災前 108
人いた医師は原発事故からの自主避難で約 60 人に
減り看護師数も半分になった。いわき市の診療所
260 施設のうち 210 施設以上がすでに閉院した。こ
のように地域医療を支えるべき医師スタッフの多く
が避難してしまい，市の医療活動は崩壊寸前になっ
た。

●透析継続困難
ときわ会グループのいわき泌尿器科では，3 月 14

日には断水は復旧し，また停電もなかったため，透
析は継続可能な状態ではあった。しかしながら，医
療物資や食料，ガソリン，医療スタッフの不足によ
り，透析継続が非常に厳しい状況になった。いわき
市の他の透析クリニックでは依然断水が続いてお
り，一部ではほとんどのスタッフが避難したため透
析を中断した施設も出現し，透析難民が出現する事
態となった。いわき市の透析難民をすべていわき泌
尿器科で受け入れる方法も検討したが，広大ないわ
き市の透析患者を送迎するだけのガソリンを確保で

きないため断念せざるをえなかった。この状況下
で，いわき市内で透析を継続することはもはや困難
という判断をし，いわき市内の透析施設間で協議
し，他県への透析患者移送を検討することとなっ
た。

●透析患者移送準備
このような状況でときわ会グループが中心となり

受け入れ透析施設を模索した。既知の透析関連のネ
ットワークで東京都区部災害時透析医療ネットワー
ク，新潟大学，亀田総合病院（千葉県鴨川市）より
受け入れ可能との返事があった。

これに対し，患者の移送の手段，宿泊先の手配に
は大変難渋した。移送する透析患者の概数は当初約
700 名と推測され，これほどの規模の移送を対応す
るには，行政との調整はコミュニケーションがとれ
ず不調に終わった。最終的には，東京大学医科学研
究所 上教授から「被災地の医療提供体制を支援す
る会」濱木医師経由で「災害支援を専門とする
NGO Civic Force」の理事小澤氏へと窮状が伝わり，
最終的に多くの大型バスが確保された。

●東京における宿泊地確保
ときわ会からの透析患者受け入れのお願いの一報

が発端となり，さまざまな経路をたどり，輻輳しな
がら東京都の猪瀬副知事に情報が届いたとのことで
あった。16 日午後 5 時には，日本医師会の理事か
ら猪瀬副知事に電話があり，最終的に「東京都区部
災害時透析医療ネットワーク」から正式に緊急要請
が送られ，16 日中に東京都は緊急宿泊先の確保を
始めたとのことであった。東京都は福島県やいわき
市などの行政からの正式な要請なしに透析患者の受
け入れを決定した 3,4）。

●透析施設の割り振り
東京都での透析施設の割り振りは，東京都区部災

害時透析医療ネットワークの本部がある東京女子医
科大学透析室の木全講師を中心に行われた。出発前
には東京都へ移送する患者数が 400 人とも 700 人と
も確定しない中，受け入れ透析施設をネットワーク
のメーリングリストを通じ，各ネットワーク会員か
らの受け入れ最大可能数が集計され準備された。こ
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の移送人数は当日まで確定しなかった 4）。

●平成23年 3月17日（木）　透析患者移送（図2）
前日より出発直前まで不眠不休で移送患者の名簿

作りに追われた。しかし多くの透析患者は高齢で携
帯電話を持っておらず，避難所に避難している場合
は全く連絡が取れなかった。そのため正確な移送患
者名簿は出発する時点でも作成できず，最終的には
乗車したバスの中で名簿を作成した。東京方面へは
バス 20 台で，全 9 施設の患者 385 人（うち入院 70
人）とスタッフ 49 人が東京都庁へ移動した。

都庁到着後，宿泊所へ移動するまでの間，部屋割
り振りのための名簿作りに追われ 3 時間以上の時間
を要した。その理由の一つとして事前に移送者の名
簿が確定していなかったことももちろんのこと，い
わき市の複数の透析施設の患者が移送されており，
普段より各透析施設間での交流がなかったため，ス
タッフ間の情報交換がスムースにできなかったこと
があげられた。

●東京における透析施行においての問題点
移送翌日より各透析施設で，維持透析を行った。

3 月下旬には，いわき市の断水が復旧し，物流が回
復したため，いわき市内で透析可能となったことか
ら，3 月 27 日と 4 月 3 日に分けて，入院患者を除
いてすべての患者がいわき市に戻った。この間，透

析を受けるにあたって，以下のさまざまな問題が発
生した。

当初宿泊所にパソコンがなかったため正確な患者
名簿の確定に時間を要し，東京都区部災害時透析医
療ネットワークの透析施設割り振りに支障をきたし
た。

透析施設が都内各所に割り振られたため，東京に
不慣れな患者やスタッフが公共交通を使用しての通
院が困難であった。

透析患者には介護度の高い患者が多くおり，自力
通院が難しくスタッフの付き添いが必要であった。
それにもかかわらず施設によっては少人数のスタッ
フしか移送に同伴していなかったため，通院困難と
なった例が生じた。

個人的な理由で宿泊所を無断で退室したり，後日
いわき市から宿泊所に合流したりと，透析患者名簿
の日々の変更を余儀なくされ，その更新作業に苦慮
した。

透析患者の医療情報は宿泊所になく，各透析施設
から問い合わせがあっても対応ができず，毎回，い
わき市の施設へ問い合わせる必要があり，少ない現
地のスタッフに負担をかけた。

●新潟への搬送（図 3，4）
新潟方面は新潟県保健福祉部に支援透析と居住の

確保を依頼した。新潟県へ移送を選択した理由は，

図 2　平成 23 年 3月 17 日午前 9時　透析患者移送直前集合風景
　　  （於 いわき市総合保健福祉センター横駐車場）
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1） 居住確保も含め支援受け入れ人数が数百人と多
いこと， 2） 地震・原発事故直後から積極的に支援
提供を申し出ており，連絡が円滑に行えたこと，3） 
磐越高速道を介して地理的に最も近く高齢者も多い
患者への身体的負担が少ないこと， 4） 過去数度の
大地震による災害時透析を経験しており，システム
が確立していること，などであった。残念ながら透
析条件，血液型，感染症の有無や最終透析日等の患
者情報に関しては，普段から患者カード等の準備が
不十分であったため，短い準備時間にそれらの情報
を整備することは困難であった。

●透析プログラム
新潟県における実際の透析プログラムは，新潟大

学の風間准教授が全面的に采配のもと新潟県下各透
析施設のキャパシティを考慮して各施設へ分配され
た。前述のように事前準備が不十分であったため，
各施設に同行した当院のスタッフたちが各施設の医
療スタッフと相談して，穿刺方法，ダイアライザー
および透析条件を伝えて施行した。

●コーディネート体制
突然の大量集団移動にもかかわらず新潟県保健福

祉部の尽力で患者の居住場所は確保された。1 日目
は胎内市の体育館に全員収容されたが寝具，食事お

図 3　移送手段の確保：新潟方面の動き
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図 4　各避難先に随行した医療スタッフ（人数，職種と対患者比）
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よび職員の接遇応対等はきわめて優れていた。2 日
目以降は入院患者を除き，新潟県下の公共居住施設

（3 カ所）に分散し，近隣の透析施設で治療を受け
た。この間常にときわ会の看護師と臨床工学技士が
透析開始から終了まで付き添い，各施設の医療スタ
ッフと連携した。患者の二次移動や病状の変化に対
する対応は風間准教授といわき泌尿器科の川口院長
が毎日電話で相談，対応した。社会的な問題につい
ては帯同した医療ソーシャルワーカーが対応した。

●福島県からの搬送における問題点と教訓
今回の透析患者移送では以下の教訓が得られた。

1）大震災時では，患者と連絡が取れなくなること
を想定し，日頃から患者の家族の携帯電話など，
できるだけ多くの連絡手段の把握に努める必要
がある。

2）患者やスタッフが医療機関に向かう交通手段が
できなくなる場合を想定しなければいけない。
特に，災害発生時に勤務していないスタッフの
行動マニュアルを策定する必要がある。

3）患者情報が避難先からでもアクセスできるシス
テムが必要であった。電子カルテであれば，院
外からアクセスできる方法があれば災害時に有
用である可能性がある。紙カルテであれば，最
低限の患者リスト（連絡先や透析患者であれば
透析条件など）だけでも日々作成しておき，緊
急時に持ち出せるようにしておくべきである。

4）いわき市は，大災害時に対応した透析ネットワ
ークを準備していなかったため，施設間の連絡
に非常に困難を極めた。早急な災害ネットワー
クの構築が必要であると考えられた。

5）福島県透析医会支部は，災害対策においては各
透析施設で独自に日本透析医会災害時透析医療
ネットワークにアクセスするというスタンスが
取られてきた。そのため本震災では県透析医会
としての対策行動は行われなかった。福島県下
における透析医会のネットワーク強化が望まれ
る。

6）透析患者は高齢化しており，離れた支援地での
長期間の避難透析生活には限界があり，可能な
限り遠隔地での長期間の避難は最小限とするべ
きである。普段の透析施設の医療スタッフの同

行は患者の不安を軽減するが，被災地から同行
する医療スタッフ自身にも家族がおり，不安が
ある。スタッフに対する精神的なサポートも必
要である。

■参考文献

1）気象庁報道資料　平成 23 年 3 月 25 日
 ht tp : //www. jma .go . j p/ jma/press/ 1103 / 25 a/

kaisetsu201103251030 .pdf
2）中日新聞「命の水，確保に壁　透析ができない」
 http://www.chunichi .co . jp/article/earthquake/

sonae/20120206/CK2012020602000097 .html
3）猪瀬直樹：決断する力．PHP 研究所 （2012/3/17）
4）報告と提言いわき市の透析患者集団避難に学ぶ―首都圏

大災害への備え―．東京都区部災害時透析医療ネットワ
ーク，2012 年 10 月



第 3 章　患者移送と支援地の透析治療

147

宮城県から北海道への搬送

●三陸沿岸地域の巨大地震前後の状況
東日本大震災で津波が襲来した東北地方太平洋沿

岸は高齢化が進み，人口密度が低く医療の充足度も
十分ではない地域である。このため，津波によって
都市基盤が甚大な被害をうけた宮城県の石巻医療
圏，気仙沼本吉医療圏では急性期の災害医療拠点病
院がその本来の機能とともに地域の透析治療の維持
を担う状況に陥りあらゆる傷病者が集中した。

平成 23 年 3 月 11 日当時の気仙沼医療圏の人口は
9 万人で維持透析施設は 2 つあり，気仙沼市立病院
には夜間透析 35 人を含む 168 人の患者が，30km
離れた南三陸町の透析クリニックには 213 人の患者
が維持透析治療を受けていた 1）。

●地震発生と津波
気仙沼市立病院は高台にあるため透析治療の継続

は可能であったが，南三陸町は壊滅的な被害を受
け，同町の透析クリニックは津波により流失し，院
外にいた患者 4 人と職員 1 人が犠牲となった。さら
に，地元の医薬品卸会社が浸水するなど，医療資材
を供給している産業基盤も甚大な被害を受けた。

市立病院では発災日の夕方の時点で，病棟などの
建物の自家発電機で 100 時間稼働可能と判断されて
いた。断水に対して当日夜に 2 トンの給水が行わ
れ，低体温症で搬送された 2 人を含む 11 人の透析
を実施した。津波災害の二次災害の中で最も危険な
ものは火災や爆発であり，実際に気仙沼周辺は流さ
れた石油タンクやガスボンベが回遊し，発火，爆発
と鎮火を繰り返していた。このような状況下で市立
病院は所有透析装置 63 台のうち 40 台を稼働させ，
12 日には 79 人の透析治療を実施し，災害後 1 週間
の間は自院の患者だけでなく，周辺の陸前高田市，
大船渡市，南三陸町の患者の支援透析も行った 2）。

市立病院の報告によれば 2 人の患者が津波，医療
従事者の被災状況は看護部職員 23 人のうち 6 人で
家屋損壊，7 人が二親等以内の親族に死者行方不明
者を有していた 3）。

●気仙沼地域から域外への透析患者移動決定か
ら出発まで

3 月 11 日の本震から 48 時間経過した気仙沼地域
では，自家発電機の燃料補給のめどがたたない状況
であった。このため気仙沼病院災害対策本部におい
て透析患者を被災地の外に依頼することが一時検討
されたが，14 日朝重油の優先供給が得られること
になり，この案は見送られたいきさつが災害対策本
部の記録に残されている。しかし，地域唯一の災害
拠点病院である市立病院に大量の搬送患者とその他
の多くの院患者が押し寄せるようになると，連日フ
ル稼働の自家発電機がオーバーヒートを繰り返すよ
うになった。それだけではなく，14 日深夜から 15
日未明にかけて，市立病院の 1km 手前まで火の手
が迫り，病院への延焼の危険が出てきた。そのため
15 日早朝，入院患者や透析患者の域外への搬送を
依頼するという決定が下され，県の災害対策本部へ
伝えられた。東北大学病院災害対策本部では，即座
に気仙沼地域の入院患者搬送依頼は可能な限り受け
入れる方針がとられ，重症患者が次々とヘリコプタ
ーで搬送されることとなった。県災害本部は，気仙
沼市立病院の状況と地域住民の衛生環境の悪化，避
難生活長期化の予測から，透析患者の県外での治療
継続の可能性について東北大学病院調整を依頼し
た。これを受けて東北大学病院は受け入れ先と移送
方法の検討を開始し，気仙沼市立病院では患者への
遠隔避難についての説明を行った。

一方石巻地区では，地震の翌日以降，沿岸地域か
らヘリコプターや緊急車両で災害拠点病院である石
巻赤十字病院に搬送された透析患者が帰宅困難とな
り，また，避難生活が長期化することが予想され，
維持透析患者の治療継続をどのようにするかが問題
になった。このような状況下，3 月 14 日に赤十字
病院に収容された南三陸町の 17 人の透析患者が行
政の協力で交通手段を確保し，15 日に山形県内の
病院に移送された。当初，宮城県の重症患者は関東
方面に広域搬送する計画であったが，福島第一原子
力発電所の事故に関連した福島からの大規模な透析
患者の移送が行われる状況で，当初の計画は実施困
難となった。そのため透析医療において合同学術集
会の開催で交流のあった北海道透析医会に入院支援
透析を打診し，日本透析医会の全面支援を得て 3 月
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19 日の気仙沼地区の透析患者の北海道への移送が
決定した。

この大規模移動が実現した背景には，宮城県災害
対策本部内に東北大学病院 DMAT リーダーが災害
医療コーディネーターとして常駐していたこと，石
巻から山形へ透析患者移送の事案を通じて行政と被
災地の透析医療現場との相互理解がすすんだことが
ある。その結果県から中央官庁への広域搬送依頼，
県内の交通手段は県が調達するなど交渉は概ね順調
に進んだ。さらにトリアージタグ「黄色」の歩行可
能な透析患者を自衛隊機で広域に避難させるという
平時では困難な宮城県の要請が通ったのは，中央で
災害支援の調整にあたっていた日本透析医会の中央
官庁への粘り強い働きかけの結果である。

●移動と中継
北海道透析医会からの受け入れ条件は，「歩けさ

えすれば，他は無条件で受け入れる」というもので
あった。北海道透析医会では自衛隊千歳基地から医
療機関までの交通，民用車（送迎バス）の自衛隊基
地内乗り入れ申請，札幌市，恵庭市，北広島市の
24 カ所の医療機関での入院透析の調整など，きわ
めて短時間にもかかわらず綿密で効率的に準備が進
められた。

気仙沼市立病院では，166 人の患者のうち 78 人
が北海道への移動に同意し，18 日までに該当患者
の名簿，通常の予約転院の際に添付されるのと同じ
レベルの診療情報が準備された 4）。東北大学病院で
は患者名簿を受け取り，入院ベッドコントロールと
透析，移送のスケジュール調整を行い，患者名簿と
ともに北海道透析医会へ情報を伝達した。透析患者
の診療経験が少ない診療科との連携，診療の標準化
のため，災害時透析入院クリニカルパスを急遽作成し
て，災害後の支援透析に注意すべき点を可視化した 5）。

3 月 19 日，仙台から東北大学病院の医師と看護
師，宮城県職員がバスに同乗し気仙沼に向かい，78
人の透析患者を同日午後に東北大学病院に移送し
た。東北大学病院に入院中は，1 回の血液透析と血
液検査，感染管理室回診，皮膚科回診，リエゾンナ
ース訪問，医療ソーシャルワーカー訪問を行い，被
災による心身両面の異常についてチェックした。そ
の結果，1 人が移送先を総合病院に変更し，1 人が

仙台市内に残ることになった。その後他地区から 3
人が合流し，合計 80 人が 22 日と 23 日に分かれて
福岡県 DMAT の医師同乗のもと，航空自衛隊東松
島基地から千歳基地に向けて出発した。

●帰郷，生活再建への支援
避難先では手厚い医療と避難患者を元気づけるた

めのレクリェーションなどが行われたが，帰郷まで
の間に 2 人が亡くなった。早く地元に戻りたいとい
う患者の声は多かったが，地元被災地の住環境はな
かなか好転せず，帰路の交通手段や費用負担の調整
にも時間を要した。5 月 11 日に気仙沼市立病院か
ら医師や透析室のスタッフが，北海道に避難中の患
者に直接面談して震災後の状況，帰郷後の生活環境
の予定を聞き取り帰郷の準備を開始した。しかし，
民間航空機に 70 人の透析患者を搭乗させるために
は，航空運賃の支払いの調整などさまざまな準備が
必要であった。北海道からは患者分の航空運賃を，
日本透析医会からは添乗医療者分の航空運賃の支援
をうけ，避難した透析患者は 5 月 26 日に部分復旧
した仙台空港を経由して気仙沼市に帰郷した。な
お，他地区から仙台で合流して北海道へ出発した 2
人は自宅復旧を待ち，７月の中旬以降に家族の迎え
により地元に戻った。

●帰郷後の経過
上野ら 5）は，透析患者の震災の影響について検

討して報告しているが，気仙沼市立病院では 2 人の
透析患者が津波の犠牲になり，4 月までに 6 人が亡
くなった。しかし，年間を通してみると平成 23 年
の年間死亡数は平成 22 年に比して明らかな増加は
みられなかった。

避難患者は避難先で通常の条件に近い透析を受け
ることが可能であり，被災地では災害後の最も状況
の悪化した時期に慢性透析の負担を軽減することが
できた。その結果，地元に残った透析患者に対して
も栄養の改善や適正体重の設定見直しなど，災害後
の透析患者に必要な管理を丁寧に行うことができた
可能性を指摘している 6）。

なぜ地元を離れることになったのか納得できない
患者，自らも被災しながら患者と向き合い続ける中
で自責の念を抱く医療者がいたが 7），結果的にはこ
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の地域の透析医療は質を落とすことなく維持され，
地域唯一の透析施設として現在に至っている。

●考察
大災害では，提供可能な医療のリソースが大幅に

減少し，医療のニーズが大幅に増える。しかし，大
災害はその記憶がうすれかけた頃にわれわれを襲
い，また常に規模や質が異なるため，過去の経験や
教訓は参考になるがそれにとらわれていては災害後
の緊急対応策を迅速かつ有効に打ち出すことは難し
いといわれている。

阪神淡路大震災を経験した兵庫県では同年の死者
数が例年よりも増加した 7）。被災地にとどまって透
析医療を継続することが患者の経過に悪影響を及ぼ
すという考えの根拠であり，透析患者の域外移送の
元の考えになった。東日本大震災では，当時よりも
透析患者の高齢化や糖尿病患者の増加により，災害
の影響は厳しく透析患者の予後はさらに悪化が懸念
される状況であった。地域の衣食住のすべてが失わ
れる津波災害は保健衛生，栄養が劣悪な生活環境に
陥り，住民の健康や安全が危険に晒される。これは
当事者のみならず，支援に赴いた医療チームからも
数多く報告されており，インフルエンザや瓦礫粉塵
に関連する呼吸器感染，手洗いが十分できないこと
などで感染性胃腸炎などが拡大する危機にあった。
仮に地域で医療資源の優先提供を受けながら医療を
確保できたとしても，2～3 日に 1 回透析医療を受
けながら生活する透析患者には困難が多かった。そ
こで生活や医療の環境が平時の水準にある被災地の
外での療養が選択肢に入ってくる。

被災地から多くの透析患者をまとまって受け入れ
る場合，災害の影響が小さく，都市や医療の基盤を
有し，透析医療機関が組織的に支援活動を行う体制
ができていることが必要である。札幌市および近郊
はその条件を満たしていた。しかし，市町村境，県
境を越えて広域に患者を移送する場合，関係する組
織の所在地，数が多様化する。今回，情報が錯綜せ
ず，情報管理と共有がリアルタイムに行われたの
は，インターネットが有効に活用されたことによ
る。しかし，ネット空間だけで情報交換を行ってい
たわけではなく，気仙沼市立病院と東北大学病院の
間では連日応援医師が往来していた。彼らからもた

らされた生の情報や医療者の視点で支援ニーズなど
がその後の行動を決める際の確かな情報になった。
このような中，地域の透析患者が質の良い透析医療
を続けるためには被災地の外で治療が必要であると
いう，気仙沼市立病院の方針は多くの患者の理解を
得た。東北大学病院では，被災地最前線の災害拠点
病院の後方支援に最善を尽くすという明確な方針の
もと 78 人の透析患者の入院受け入れを行った。北
海道透析医会からも，「歩ける患者であれば被災地
の患者を無条件に引き受ける方針である」というわ
かりやすい提示があり，北海道の透析医療機関に周
知された。さらに行政や日本透析医学会，日本透析
医会本部には傷病者を被災地に留め置かないほうが
治療をしやすいのであれば，域外搬送を支援すると
いう明確な姿勢があった。このように，今回の大規
模移送の成功には「情報の管理」と「共有化された
思考過程」と「標準化された行動基準」という要件
があった。

その一方で，行政区域が異なる被災地の外で復旧
復興を待っていた患者に対して，地元の役所等で行
われる被害認定や復興支援措置の手続きに遅れが出
ないような情報提供や具体的支援策が不足した。こ
れは，避難透析患者の精神的な孤立感だけでなく，
復興のスタートが遅れてしまうという焦燥感も患者
に与えてしまったかもしれない。しかし今回のよう
な大規模な遠隔地への患者移送は初めての経験であ
り，被災地からの避難者と被災実感に乏しい受け入
れ地域とが，共感をもって社会資源の活用支援体制
を作ることはなかなか難しい点があった。今後は，
行政の復旧支援制度設計において広域避難者の事務
手続きの柔軟な運用と，災害医療コーディネート業
務の創設など関係諸機関との調整が必要である。

震災から 2 年 8 か月を経過したが，宮城県では患
者と医療者の双方が災害後の地域医療，透析医療を
守ったという共感をもち，復興への長い道を一歩ず
つ前進していることを報告してこの項を終える。
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●はじめに
平成 7 年に発生した阪神淡路大震災では，兵庫県

の都市部を中心に大きな被害があり，停電などを理
由に約 50 施設が一時的に透析の施行が不可能に陥
った。兵庫県 44 施設から 587 人の透析患者が大阪
府 83 施設で支援透析を受けている 1）。

平成 16 年の新潟県中越地震では，新潟県内 3 施
設が最長 1 週間の透析不能となり，337 人の透析患
者が他施設での支援透析を受けた。十日町診療所の
患者は長岡市内で支援透析を受けるため，寸断され
た幹線道路を迂回して片道 3 時間の道のりを透析日
に往復することになった。平成 19 年 3 月の能登半
島地震においては，2 施設が透析不能となり，市立
輪島病院の 69 人の透析患者は約 100 km 離れた金
沢市に搬送され入院対応で支援透析を受けた 2）。

一方，今回の東日本大震災では，災害規模が非常
に大きかったのにもかかわらず，県をまたがる透析
患者の受け入れは千数百人程度に留まっている 3）。
これは被災地最前線の中核施設に自家発電などの防
災設備が整備されていたことで，震災直後から透析
可能な体制をとれたことによる。中核施設が 24 時
間体制で支援透析を行うことで，患者を遠方に搬送
することを最小限に抑えることができた。

被害の大きかった岩手県・宮城県・福島県の域内
患者移動について報告する。

●岩手県
岩手県内 45 透析施設のうち 14 施設が透析不能に

陥ったが，致命的な損壊を認めた施設はなかった。
水や電気の復旧により透析不能 14 施設中 12 施設は
震災後 4 日以内に再稼働に至り，再開に 1 週間以上
要したのは沿岸 2 施設のみであった。

内陸施設の復旧が早期になされたこと，津波被害
を受けた沿岸と内陸の交通遮断がなかったこと，こ

の 2 点により沿岸部患者を内陸に移送し透析する方
針が立てられた。岩手県は県内各地域に基幹病院と
して 15 の県立病院が配置されており，基幹病院に
電力と水が優先的に供給されたこと，岩手医科大学
がコーディネーターとして情報を一元化すること
で，県立病院ネットワークを用いた支援透析体制を
構築できている。実際に，沿岸部の宮古・釜石・気
仙地域の患者 102 人および宮城県沿岸北部の患者
16 人を，盛岡を中心とした内陸部で支援透析を行
った。透析患者の県外移送は回避され，収束に向か
うことができた。

なお，透析患者の支援透析施設への通院手段に関
しては，県・各自治体・医師会の対応により，徒歩
通院可能な避難所確保，消防団による送迎，福祉タ
クシー券配布，巡回バスなど地域に即したさまざま
な対応が行われた 4）。

●宮城県
大震災発生後，電気・ガス・水道などすべてのイ

ンフラが県内全域で途絶し，県内 54 透析施設のす
べてが機能を停止した。震災翌日の 12 日の時点で
透析可能だったのは 9 施設のみ（一部使用可能を含
む），使用可能透析病床数は 239 床と震災前のわず
か 14%であった。

54 施設のうち沿岸部の 3 施設が津波による崩壊・
水没により 1 か月以上の長期透析不能となり，内陸
部の 1 施設が半壊（その後 4 月の大余震で全壊）に
より長期間の透析不能状態となった。しかし，地震
そのものによる建物被害は少なかったため，残り
50 施設は電気・水道が復旧すれば透析可能な状況
であった。

宮城県は地域ごとに透析施設間災害時支援体制を
構築しており，幸いにも地域の透析拠点病院が震災
後早期に支援透析を可能な状態に復旧することがで

（ウ）域内の患者移動
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きた。県北部では大崎市民病院 25 床，沿岸部は石
巻赤十字病院 30 床と気仙沼市立病院 66 床，県中央
部では仙台社会保険病院 63 床と仙台赤十字病院 30
床，県南部では公立刈田病院 42 床と県南中核病院
28 床が稼働可能であった。各地域の透析拠点病院
が中心となり，地域の透析施設の支援透析を引き受
けることで震災直後の透析医療危機を乗り越えた。

透析患者の支援透析施設への通院手段に関して
は，地域内の移動であったため多くは徒歩や自家用
車またはタクシーの乗り合いなどで行われ，拠点病
院までの距離が長い施設は自治体の臨時巡回バス利
用や近隣のスポーツジムやレストランからマイクロ
バスを借りるなど地域に即したさまざまな対応が行
われた。

今回の震災における透析患者の県外移動は個人的
移動も含めて延べ 200 人であり，県内透析患者の
4%に留まった。主な内訳は，3 月 14 日から数日間
にわたって県南地域から山形県に移動した約 100
人，3 月 22 日から北海道へ移動した県沿岸部患者
が 77 人だった 5）。

●福島県
福島県内には 71 の透析施設があり，県西部の会

津地域に 8 施設，県中央部の中通り地域に 45 施設，
東部沿岸の浜通り地域に 16 施設である。

震災当日に会津地域は 1 施設のみが透析不能とな
り，中通り地域は 3 割弱の施設が透析不能となった
が 1 週間以内に稼働床数は 8 割以上に復旧してい
る。この 2 地域は，自地域内で透析不能となった施
設を域内施設が支援すると同時に浜通り地方からの
避難透析患者 280 人の受け皿となった。福島県は公
的病院の透析実施体制が不十分なため地域で透析拠
点となる施設が不明瞭であった。そのため，震災に
対応可能であった民間施設が主体となって最大限尽
力することで支援透析体制を作りあげている。

浜通り地域は地震に加え津波と原発事故による複
合災害を受けた。原発 20 km 警戒区域内の 2 施設
と 30 km の緊急時避難準備区域内の 2 施設が透析
医療の継続困難となり，280 人の透析患者が県内他
地域に避難して支援透析を受けた。また，大規模な
域外搬送も行われ，南相馬市の小野田病院は震災 7
日後に陸路で 14 人が富山県内の病院に搬送された。

いわき市内にある透析 10 施設はいずれも避難勧告
地域外であったが，原発事故拡大を危惧した医療従
事者避難や物流低下による物資欠乏のため，震災 6
日後に東京 430 人，新潟 150 人，千葉に 45 人とい
う大規模な透析患者の域外搬送が行われた 6）。

●おわりに
過去の大震災における支援透析の場所に関し，被

災地から離れたキャパシティの大きい地域の複数施
設による支援が実施されてきた。しかし，今回の震
災では県をまたがる患者の受け入れは千数百人に留
まっている。

東日本大震災で主に域内支援が行われた理由とし
て，被害が大きかった東北 3 県に共通する地理的特
徴があげられる。内陸である新幹線沿線の人口が多
く透析施設も集まっており，甚大な被害を受けた沿
岸地域を，よりキャパシティの大きい内陸部が支援
する形がとられた。また，震災後の急性期には被災
地広範囲で情報の発信・受信がほぼ不能な状態が続
いたため，域外に支援を求める状況になく周辺の稼
働可能な透析床数をフル稼働して域内で乗り切る決
断に至った。幸いにも，停電復旧により 4 日以内に
次々と透析施設が再稼働できたことも大きな要因で
あった。ほかにも，交通遮断，ガソリン不足，遠方
に行きたくない患者の心情など種々の問題があげら
れる。

ただし，内陸部自体も被災地であったため，一つ
状況が違えば早期に大量の域外搬送が必要になって
いた可能性は十分にあった。透析ができなければ透
析可能地域に患者を搬送することは震災時透析医療
の基本であり，域内支援で対応不能となった際に迅
速に域外支援へ移行できる対策が重要である。
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東京都で行われた透析治療

●いわき市支援透析受け入れ要請までの経緯
平成 23 年 3 月 11 日にマグニチュード 9.0 の東日

本大震災による地震，津波により，福島県いわき市
では，441 名の死者，90 ,494 棟の建物被害（いわき
市災害対策本部発表）を受けるとともに，福島第一
原発事故による放射能汚染被害に伴う放射能への恐
怖と，風評被害によるガソリンなどを含む物流障害
と住民避難によりゴーストタウンの様相を呈してい
った（図 1）1）。医療状況としては，3 月 17 日には，
いわき市の診療所 260 施設のうち 210 施設以上が閉
院し，震災前に市立磐城共立病院にいた医師 108 名
も自主避難等で 60 名に減り，看護師も半数になっ
ていた。いわき市内にある透析 10 施設においては，
施設内インフラ損傷は比較的軽微であったが，断水
は 14 日以上と長期に及んでいた。また職員の半数
以上が自主避難したため，マンパワー不足からスタ
ッフの疲弊を引き起こしていた 1）。

これら環境変化に伴い，3 月 14 日には他の地域

へ避難することを決め，いわき市災害本部への陳情
や福島県知事への要望書提出を行うが，対応は芳し
くなく，人員不足，物流障害，原発の風評被害の拡
大から，避難受け入れ要請が東京都区部災害時透析
医療ネットワークにあり，3 月 17 日の集団避難と
なった。

●支援透析受け入れの事前準備
1）移動前の事前情報ならびに移動中の情報収集

事前患者情報を得るために，3 月 16 日（避難前
日）に Excel 形式ファイルにて表の項目を入力いた
だくように，電子メールにて避難元へ送信を行っ
た。避難前日の慌ただしい中での依頼でもあり，い
わき市の各施設に過度の負担をかけただけで，結
果的には十分といえる情報は得られなかった 2）。

次に，避難当日にいわき市から東京への移動中の
バス車内で患者情報を含めた情報収集のために，22
台予定されている各バスの，担当職員名，携帯番
号，携帯電子メールアドレスのリストを事前に受け
取り，移動中に情報収集を試みた。しかし，多くの

（エ）支援地の透析治療
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携帯電話がパソコンからの電子メール着信拒否に設
定されていたため，1 台のバス担当者としか電子メ
ールのやり取りができなかった。そのため，東京都
が事前に送っていた患者管理用のアンケート用紙

（患者管理用紙）が各号車に配られていることがわ
かり，移動中に記載していただき，東京に着いてか
ら集計することとした。
2） 透析患者の受け入れ可能施設ならびに受け入れ
可能患者数の把握と施設分配

3 月 16 日午前 7 時 21 分に，都内会員施設へいわ
き市より透析患者 1,200 人が県外避難することとな
り，「区内最大受け入れ可能数は避難計画に必要」
であるため，各施設の最大受け入れ可能数をメーリ
ングリストで報告するよう要請した。回答は非常に
迅速で，3 時間後で 300 人，12 時間後には 930 人を
超える回答が得られ，3 月 16 日と 17 日の集計で，
東京都区部の受け入れキャパシティは 1,150 人程度
あると推算された（図 2）。

次に，受け入れ可能施設ごとに，受け入れ可能日
を月水金と火木土に分類し，集計表を作成し，受け
入れ先の手配が行われた。しかし，ネットワークに
寄せられた情報では，治療可能時間帯が，午前か午
後かなどが必ずしも明瞭でなく，受け入れ施設に受
け入れ施設として登録してよいかの確認，人数の確
認，時間帯の確認の 3 項目を最低限確認するため
に，申請のあったすべての施設に電話連絡を医師が
行い，作業が二度手間となった。

患者配分は，避難移動当日の 3 月 17 日出発前に
送られてきた 356 人分の事前患者リストを元に行っ
た。患者で最終透析日が不明な患者を先に振り分
け，次に最終透析日が早い患者から順番に振り分け
ていった 2）。
3） 透析治療材料の確保

震災直後に災害拠点病院として，他県からの患者
受け入れも想定し，3 月 11 日に生理食塩水１L，
1.5m2 の４型ダイアライザー，血液濾過透析置換

液，腹膜透析液を各 100 箱，透析針，透析回路，抗
凝固剤等を治療相当数発注していたため，一定数の
透析避難患者の治療を賄うための事前準備は，3 月
15 日には整っていた。

●患者到着後のコーディネート業務　
1）透析患者リスト作成，避難宿泊施設の割り振り

各バス内で患者管理用紙の記載を依頼していた
が，連携が不十分で数台の車両で行われておらず，
都庁到着後に，搭乗スタッフにより各号車で人数確
認，内容確認を行いリストを作成した。その時点で
作成されたリストでは，320 人の患者が避難宿泊施
設入所となり，いわきより同行したスタッフにより
避難宿泊施設の割り振り，部屋割りが行われた。
2）緊急透析が必要な患者の選別

緊急透析が必要と判断された患者は 9 人おり，同
日中に東京女子医科大学に搬送し，透析治療を行
い，入院することなく指定避難宿舎に収容した。緊
急透析を要する患者は，第一庁舎 5 階会議室到着時
に，呼吸苦・全身倦怠感症状を訴えた 2 人を確定
し，その他の 7 人は施設からの申し出を元に選択し
た（第 4 章参照）。
3）患者配分

事前患者リストが完璧であれば，事前に行った患
者配分業務で事足りるが，現実は違っていた。事前
リストでは，避難施設入所予定者 356 人，入院予定
者 49 人であったが，そのうち 85 人は上京しておら
ず，到着後に新たに登録すべき患者は 63 人いた。

図 2　施設の受け入れ表明患者数（日ごと集計）　
　　  （文献 2 より引用）　

表　記載依頼項目

患者名，性別，年齢，生年月日，最終透析日，維持透析施設，
血液型，血液Rh，〒，住所，透析導入日，透析歴，ドライウ
ェイト，透析時間，ダイアライザー，治療モード，ADL（歩
行・移乗），電話番号，原疾患，備考
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そのため，未上京の 85 人と新規登録の 63 人を修正
の上再配分を行った。配分は最終的に都内 80 施設
に依頼した。さらに，その後 12 人（2 日目に 2 人，
3 日目に 10 人）の患者がリストから漏れているこ
とが発覚し，発覚当日に患者配分を追加した。

入院患者 47 人は，入院受け入れ施設に，移動し
てきたバス 2 台ならびに救急車 4 台を使って 10 カ
所の入院施設への搬送を行った。入院患者は 1 施設
1～13 人（中央値：4 患者 /1 施設）の受け入れで
あり，受け入れ人数と重症度に応じて搬送車を振り
分けた。また，東京都より要通院介助が多いため，
社会的入院の適応を行う必要があるとの連絡を受
け，80 床程度の社会的入院の有床施設への依頼を
行った。

●透析プログラム
1）東京での透析治療

東京都内は，震災被害も軽微で，都区部災害透析
ネットワークのメーリングリストで 1,100 人を超え
る受け入れ表明が寄せられたことから，週 3 回 4 時
間の透析提供を原則として，各受け入れ施設へ依頼
をした。同時期に計画停電（実施施行期間 3 月 14
日～3 月 27 日）が計画されたが，今回の避難患者
の透析治療には影響はなかった。
2）治療日の配分

透析治療は，避難初日に緊急透析が必要と判断し
た 9 人のみであり，その他の患者は，翌 18 日と 19
日の両日に分配する形で行われた。治療日の配分

は，申告された最終透析日にて行い，「最終透析日
不明」を優先し，次に「3 月 17 日を基準に中 1 日
以上空いている患者」の順に配分して行った。
図 3は避難された各施設の最終透析日の分布で

ある。各施設のいわき市での状況はわからないが，
避難前日の 3 月 16 日に治療が行えなかった施設が
数件あった。患者からは「東京の避難先に行けば，
すぐに透析してもらえると聞いていたのに，なぜ当
日に治療を受けられないのか？」との指摘があっ
た。避難時の事務局判断としては移動日が木曜であ
り，原則として中 2 日で治療を行えればよいと判断
したため，翌 18 日と 19 日に分配することを考えて
いた。しかし実際は，避難前日の 3 月 16 日に治療
を行った患者比率は全体の 2 割（21 .1%）であり，
不明の 3 割（28 .4%）を含む 8 割（78 .9%）は，中
2 日以上空いている可能性のある患者であった。こ
れは避難側と受け入れ側の認識の差により生じたも
のと考えられるが，避難前に種々の患者情報提供を
強いてしまったがために，平時に通常報告する透析
条件などの情報収集に時間を割いたため，逆に避難
透析時に重要項目となる “ 最終透析日 ” が抜け落ち
てしまった可能性があり，反省すべき点であった。
3）透析治療継続の問題点

東京での透析治療で，最も問題となったことが，
2 カ所の避難宿舎から，受け入れ透析施設への搬送
の問題であった。平時の通院は家族等の送迎などで
通院している患者も，避難先では同伴スタッフが行
うことになる。避難宿泊施設は，国立オリンピック

図 3　各施設の最終透析日の分布
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記念青少年総合センター（参宮橋），日本青年館ホ
テル（千駄ヶ谷）と都中心部であったが，駅まで徒
歩 10 分程度かかり，鉄道を使うと多くの受け入れ
施設へは乗り換えが必要であった。また，搬送をい
わき市からのスタッフに依頼したため，土地勘がな
いことから，移動はタクシーが選択された。しか
し，車椅子移動で介助者が必要な患者や避難宿舎か
らの都内受け入れ透析施設への通院が容易でない患
者も多く，要通院介助との判断から社会的入院が選
択された。入院者は予定入院者の 47 人から，3 日
目には 105 人と倍に増加し，7 日目には 128 人とな
っている（図 4）。

●受け入れ依頼にあたっての問題点
今回，避難透析者の受け入れを依頼した施設の中

には，「患者の性別が判らないと受け入れられない
（生年月日，氏名のフリガナ不詳でも同様）」，「患者
の透析条件の詳細もわからないのか」「患者の透析
条件を事前に全員分，FAX するのが当り前」など
の指摘があり，他の施設へ再度転送した事態が何件
かあった。また，事務局は，避難している期間中の
維持外来透析を各施設に継続して依頼したつもりで
あったが，いくつかの施設で，受け入れを受けたの
は 1 回のみであり，日ごとに相談が必要との指摘が
あった。受け入れ施設側は，日常業務外の仕事に対
して厳しい意見もあろうかと思われるが，400 人近

い患者を毎透析ごとに依頼することは，大規模災害
時の事務局業務として現実的に困難であり，今後の
コンセンサス作りが必要である。

■参考文献

1） 「東日本大震災と透析医療」臨牀透析 2012 年 3 月臨時特
大号，日本メディカルセンター，東京

2）  報告と提言　いわき市の透析患者集団避難に学ぶ―首都
圏大災害への備え―. 東京都区部災害時透析医療ネット
ワーク，2012 年 10 月

図 4　いわき市透析避難者の東京到着後の動向
　　  （文献 2 より引用）
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新潟県で行われた透析治療

東日本大震災が発生してから 3 日後の 3 月 14 日，
福島県浜通り地方の透析クリニックから新潟県の新
潟大学医歯学総合病院泌尿器科に 1,100 人の透析患
者の集団避難受け入れが打診された。浜通り地方で
はインフラの破壊によって水と電気がストップし，
また原子力発電所事故への危惧から救援物資も十分
には配送されないとのことであった。この状況下で
は透析患者の維持血液透析を継続することは困難で
あろうと判断された。

しかしこれだけの数の透析患者を新潟大学医歯学
総合病院だけで受け入れることは不可能であった。
そこで，まず新潟県庁に連絡し，集団避難患者の宿
舎，食事，交通手段の手配を要請した。次に新潟県
内 51 の血液透析施設すべてに連絡し，それぞれの
施設が何人の維持患者を引き受けられるかを確認し
た。この状況を受け，新潟県庁も各透析施設も速や
かに対応を開始してくれた。このとき形成されたプ
ロジェクトチームの概念図を図１に示す。

3 月 16 日午後，いわきから 400 人の透析患者を
送りたいとの連絡があった。新潟県内に散在する透
析施設での受け入れ可能数の総和はこの値を上回っ
ていたものの，しかしこれを受け入れる宿泊施設や
交通手段を確保することは困難であった。こうして
最終的には翌 17 日未明になって 200 人の透析患者
のリストが到着し，患者が搬送されて来る運びとな

った。
翌 3 月 17 日午後 2 時，チャーターされたバス 7

台に分乗して，いわき市／浜通り地方の透析患者が
新潟県庁に到着した（図 2）。待機していた新潟側
のスタッフはここで出迎えた患者たちを再編成して
実際に透析を行う 15 医療施設へ再搬送する作業に
当たる手筈になっており，このための移送用バスも
新潟県庁が手配して待機していた。

ところが，実際に到着してみた時点で付き添って
きた医療スタッフに訊ねても，バスの中に誰が何人
乗ってきたのかの正確な情報が把握されていなかっ
た。混乱の極みにあった現地では，説得に応じない
で被災地に残った者，逆に飛び入りでバスに乗り込
んできた者などが相次ぎ，出発ぎりぎりまで大混乱
が続いていたとのことであった。そして分乗してか
らは各バス間の連絡がつかないため，結局は新潟に
到着するまでバスに乗っていたメンバーを確認する
ことができなかったのである。

そこで急遽方針を変更し，まず誰が新潟に到着し
たのか正確な名簿作りを開始した。それぞれのバス
ごとにいわきから引率して来たスタッフが乗客の氏
名・生年月日・最終透析日を確認し，この情報を持
ち寄って新潟側のスタッフと情報を付き合わせ全体
の名簿を作成した。こうして午後 3 時ころには 154
人の透析患者が新潟に到着していたことが判明し
た。

患者をトリアージしたところ，ただちに救急処置

図 1　
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を要する重症患者はいなかったため，名簿に従って
機械的に患者を透析施設に送り込むことにした。多
くの患者にその日のうちに透析治療を受けてもらい
たかったからである。幸い，実際に到着していた透
析患者数は予想より少ない人数だったため，割り当
てる透析施設を当初の計画より減らして新潟市周
辺，および長岡市内の計 11 施設に限定した。これ
によって患者再移送の時間が節約できたのみなら
ず，その後の宿舎から施設への通院手配も容易にな
った。

こうして患者たちは慌ただしく各透析施設へと再
搬送されたが，それでもやはり一部の施設では透析
の終了が深夜になってしまった。一部の透析施設は
新潟県が用意した宿泊施設から遠距離にあったた
め，透析終了後にバスが宿舎に到着したのが午前 2
時過ぎになってしまったグループもあった。また，
各患者の本格的な身体評価は各透析施設に一任した
ため，透析施設主治医の判断でその日のうちに 2 人
が準緊急扱いで夜間透析後そのまま入院となった。
このように，想定外のこともいろいろ起こった初日
ではあったが，それでも当日中に透析が必要と判断
された患者全員に夜間透析を実施することができ
た。

この慌ただしい初日から約 3 週間，避難してきた
透析患者たちは，集団生活を送りながら新潟市周
辺・長岡市内の 11 の透析施設に分散して維持血液
透析を受けた。図 1の概念図のとおり，宿舎，食
事，そして送迎はすべて新潟県庁が手配した。

この間，コーディネーターは新潟大学医歯学総合
病院をキーステーションとして新潟県庁・宿泊施
設・各透析施設間の情報整理を行う傍ら，避難中の
患者の各種トラブル対応などにあたった。基本的に
は ADL が自立しているとされてはいたが，しかし
重篤な基礎疾患を持つ患者集団であり，案の定，救
急診療や入院が必要となる事例が続出した。それぞ
れのケースに応じて新潟大学医歯学総合病院に患者
を引き取ったり，地元の医療機関を斡旋したり，そ
のまま透析施設への入院を依頼したりなど，臨機応
変に対応した。

避難患者たちが新潟へ到着してから約 3 週間後，
いわき市のインフラ・物流が回復したことを受けて
患者たちは再びチャーターバスで浜通り地方へ帰還
した。この間，一人の犠牲者を出すこともなかっ
た。

■参考文献

1） Nangaku M, Akizawa T: Diary of a Japanese 
nephrologist during the present disaster. Kidney Int 
79 : 1037 -1039 , 2011

2） Kazama JJ, Narita I: Earthquake in Japan. Lancet 
377 :1652 -1653 , 2011

3） 風間順一郎：新潟県への透析患者の集団避難．日透析医
会誌 26：493 -496 , 2011

4） 風間順一郎，成田一衛，甲田　豊：東日本大震災におけ
る透析患者の集団避難．日本集団災害医学会誌 17：166 -
169 , 2012

図 2　
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北海道で行われた透析治療

●支援・域外搬送に至るいきさつ
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生後，日

本透析医会災害情報ネットワークの [joho_ml] によ
り日本透析医会，厚生労働省（厚労省），被災地と
被災透析患者の受け入れ側の情報が共有でき，震災
発生翌 12 日には厚労省健康局疾病対策課より「被
災地の被害が甚大で早急な復旧は困難であり被災透
析患者の域外搬送を考えている」との情報が発信さ
れた。その情報は日本透析医会より全国に配信され
各地での受け入れ支援態勢が整備された。

北海道（札幌地区）でも震災発生 3 日目の夕方ま
でに入院透析患者 100 人，外来透析患者 200 人の宿
泊施設の用意もでき被災透析患者の受け入れ支援態
勢は構築できた。

その情報を受けて宮城県の宮崎医師が「北」への
域外搬送を考え，それを基に厚労省より内閣府に同
情報が発信され北海道への被災透析患者の域外搬送
が決定された。

域外搬送方法は自衛隊の輸送機により被災透析患
者を松島基地から千歳基地まで搬送し，それ以降を
われわれ受け入れ側は北海道透析医会，北海道透析
療法学会，札幌市透析医会の 3 者が一体となって対
応した。

被災患者の輸送は 2 日間にわたり第一陣は震災発
生 12 日目の 3 月 23 日に 44 人（男 28 人，女 16 人）
が搬送され 11 カ所の透析医療機関に入院，翌 24 日
に第 2 陣の 36 人（男 22 人，女 14 人）を 13 カ所の
透析医療機関に入院させ 80 人の被災透析患者の入
院透析の受け入れは終了した。

以上が北海道（札幌地区）における被災透析患者
の支援・搬送の経緯の要旨である。

●今回大規模患者移送が成功した理由
◦日本透析医会の [joho_ml] によって医会，厚労省，

関係会員が情報の共有をできたこと。
◦当医会より必要経費が担保されていたこと。
◦北海道への域外搬送が決まってわずか 2 日間でわ

れわれの受け入れ支援体制の基礎が構築できたこ
と。

◦行政も厚労省からの情報で内閣府が素早く動き自

衛隊機での輸送が決まったこと。
◦地方自治体もわれわれの情報と中央省庁の動きに

合わせて一体となって動いてくれたこと。
◦避難誘導した東北大学の宮崎医師，気仙沼市立病

院の上野医師をはじめ現地医療スタッフの不眠不
休の活躍があったこと。

◦われわれ受け入れ側の北海道透析医会，北海道透
析療法学会，札幌市透析医会の 3 者も普段から報
告・連絡・相談（ホウレンソウ）ができており直
ちに窓口を一本化することができ，また決定し実
行する権限を持たせてもらい，その他予想される
事態を見越して対処できたこと。

さらに筆者自身，日常的にさまざまな職種の人々
との接触を持ち情報交換をしていることが非常時に
いろいろな情報を素早く得る貴重な手段になること
を痛感した。これらがうまく組み合ってこのミッシ
ョンは成功した。

また，今回は被災外来透析患者の来道はなかった
が，この機会にわれわれと地方自治体が一体となっ
て長期滞在のための住宅を 300 戸確保し被災透析患
者に不安を抱かせず安心して療養できる「札幌モデ
ル」と呼んでいる（図 1），1）被災地から千歳空港
に着いた患者をバスで北広島市のホテルに一時収
容，2）そこで休養を取りながらわれわれの用意し
た循環バスで札幌市内の医療施設へ外来透析通院，
3）非透析日に札幌市役所の各係りの職員がホテル
に面談に行く，　4）そこで住居について独居か家族
と一緒か，仕事は希望するか，生活収入はどうなっ
ているかなど今後の予定等について面談，5）これ
らが決まった患者は通院している医療機関に近い所
の公営住宅に入居してもらう，6）入居後は各区の
民生委員が対処する , という被災外来透析患者受け
入れ支援体制を構築できたのも大きな成功であっ
た。

しかしながら今回の域外搬送を経験して多くの問
題点も見出され今後の大規模災害に備えた対策の必
要性を痛感した。

その問題点を列記すると，
1）被災透析患者受け入れの問題点

被災透析患者の入院透析での受け入れは医会の連
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絡網（電話，メール等）を利用すれば容易にできる
が，外来透析患者の受け入れは宿泊施設の確保と宿
泊費用の保障が第一に問題となる。費用の担保につ
いては現行の災害地でのみ適応される災害救助法の
運用では不十分であり，また現行の支給費用では宿
泊費は担保されない。また医療費の自己負担分は障
害者自立支援法で担保されているが日常生活のため
の経済保障は担保されていないなど，これらの制度
の改善が必要である。
2）北海道への域外搬送の決定を受けての事前準備

普段より行政に仕事を依頼する際は必ず書面を必
要とするが今回の大災害時でも行政の応援が決定す
ると諸種許可，承認を貰うまでには数段階の手続き
が必要という行政に依頼するときの法律の壁，規則
の壁は歴然であった。

また，民間会社においても依頼することすべてが
スムースに運んだわけではなく，いわゆる「マニュ
アル人間」も多く，事態を理解してもらうのに多く
の時間を要する場面もあった。

具体的に苦労した問題点をあげると，
◦われわれに厚労省より内閣府を通し自衛隊機を使

用して札幌地区に多数の被災透析患者を輸送する
との連絡が入っても，自衛隊基地利用の許可（基
地内に民間人ならびに民間車両を入れる許可等）

が受理されるまでに厳正な審査があり時間を要し
た。

◦札幌市より被災透析患者への見舞金の支給が決定
した後の札幌市長への願い書・患者名簿の提出。

◦送迎バスの手配・ルート・日時・台数・金額交
渉・人的手配等の書類作成。

◦各医療機関への被災透析患者受け入れ依頼書の作
成・予想到着時刻等の連絡。

◦輸送中の急変に備えての救急車の手配。
◦帰省時の費用負担についての北海道知事への願い

書・患者名簿の提出・職員の協力要請書の作成。
◦航空会社へは仙台空港の定時使用不能の時期だっ

たので一般予約できず特別予約の趣意書・依頼書
の作成。

◦航空機内への救急器具等の持ち込みの事前検査・
承認の書類作成。

◦航空機への乗り込み順位（車椅子⇒杖歩行⇒普通
患者）・事前改札の計画書の作成。

等々，官民ともに詳細な各種書類の提出を求められ
た。

緊急を要するその時期に具体的な行動のために詳
細な書類等を作成し提出しなければならなかったこ
とは予想以上の無駄な時間と人手を必要とした。大
災害発生時は災害対策本部が立ちあげられるが機能

住居

ホテルで面談

札幌市職員

仕事
Ｃ 医院 Ａクリニック

公営住宅へ入居

被災地から新千歳空港で受け入れ

バス移動

北広島市のホテルへ一時的に収容

医療施設への振り分け・安静休養

Ｂ 病院

循環バス運行

Ｄ 医院

生活

その他

各区の
民生委

員が対
処

図 1　札幌モデル
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するまでの時間が貴重なので，大災害発生に備えて
専用の行政窓口を常設し必要書類提出の簡略化，統
一化するなど従来からの工夫が必要である。

もちろん，民間においても常日頃より災害時の対
応の準備が必要である。
3）来道被災透析患者の健康管理とストレス

来道患者 80 人の平均年齢は 66 .5 歳（男 66 .9 歳，
女 66 .8 歳）で年齢構成（図 2）は日本透析医学会
の報告 1）と同様の年齢構成であった。この年齢構
成より当然高齢者に多くみられる循環器疾患，動脈
硬化等に配慮した透析管理が必要であり，今回の来
道被災透析患者全員は入院当日に短時間透析を受け
た。

来道後 3 週間（被災後 4 週間以上）が経過したの
で環境の変化によるストレスについてのアンケート
調 査 を 行 っ た。 表 1は PTSD（Post Traumatic 
Stress Disorder）や“うつ状態”についてのスクリー
ニング調査表 2）であり，来道患者の 80 名全員に配
布した。集計結果は，表 2 -A 欄で回答数は 70 名で
回答率 87 .5％であった。判定基準に基づき分析す
ると有症状者は 34 名で 48 .6％，その内訳は有症状
患者のほとんどが PTSD で 25 名であった。また
PTSD とうつ状態を合併していた患者は 7 名でうつ
状態のみは 2 名であった。
表 2 -B 欄は帰省した被災透析患者 77 名に同じス

クリーニング表での 1 年後の追跡調査結果であるが
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図 2　来道被災透析患者の年齢構成

表 1　ストレススクリーニング調査表

【質問】大災害後は生活の変化が大きく，色々な負担（ストレス）を感じることが，長く続くものです。最
近１カ月間に今からお聞きするようなことはありませんでしたか？

1. 食欲はどうですか。普段と比べて減ったり，増えたりしていますか。 はい・いいえ
2. いつも疲れやすく，身体がだるいですか。 はい・いいえ
3. 睡眠はどうですか。寝付けなかったり，途中で目が覚めることが多いですか。 はい・いいえ
4. 災害に関する不快な夢を，見ることがありますか。 はい・いいえ
5. 憂うつで気分が沈みがちですか。 はい・いいえ
6. イライラしたり，怒りっぽくなっていますか。 はい・いいえ
7. ささいな音や揺れに，過敏に反応してしまうことがありますか。 はい・いいえ
8. 災害を思い出させるような場所や，人，話題などを避けてしまうことがありますか。 はい・いいえ
9. 思い出したくないのに災害のことを思い出すことはありますか。 はい・いいえ
10. 以前は楽しんでいたことが楽しめなくなっていますか。 はい・いいえ
11. 何かのきっかけで，災害を思い出して気持ちが動揺することはありますか？ はい・いいえ
12. 災害についてはもう考えないようにしたり，忘れようと努力していますか。 はい・いいえ
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回答数は 62 名で回答率は 80 .5%であった。有症状
者は 13 名で 21 .0%と大幅に減少しており，その内
訳は PTSD で 9 名，PTSD とうつ状態を合併して
いた患者は 3 名でうつ状態のみは 1 名であった。

遠隔地への移動は生活環境，生活習慣の違い，ま
た故郷への思いもあり患者のストレスは増加するが
遠距離避難が必要なときには避難滞在するおおよそ
の期間，選抜された理由，経済保障，家族との連絡
方法など予め知らせることができれば少しはストレ
ス解消に役に立つと思われる。しかし 1 年後の調査
結果をみると，まだ充分に復興している状態ではな
いがやはり故郷に戻れた安堵感と時間経過によりス
トレスが大幅に減少したとみてよい。
4）災害時の連絡網とコーディネート体制

今回の災害時の情報の共有は日本透析医会災害情

報ネットワークの [joho_ml] によったが，このたび
のような大規模災害で大量の情報が飛び交うと無用
な混乱を招き必要かつ適切な情報の入手に支障を生
ずることがあり今後に改善の余地を残した。

コーディネート体制についても支援する側，され
る側が決定したら双方の情報交換をスムースにする
ためには [joho_ml] を利用せず直接連絡しあうほう
が無用な混乱を回避できるので，今回われわれも関
係コーディネーターのみ少人数で連絡を取り合っ
た。

■参考文献

1） 日本透析医学会統計調査委員会：図説　わが国の慢性透
析療法の現況．2010

2）  金　吉晴：心的トラウマの理解とケア．第 2 版，91-93 ,
じほう，東京，2006

表 2　 集計結果

回答患者数
A欄 B欄

2011/4 月 2012/6 月
70 名 62 名

大きな問題なし 36（51.4%） 49（79.0%）
有
症
状

PTSD 25
34

（48.6%）

9
13

（21.0%）うつ状態 2 1
PTSD＋うつ状態 7 3
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山形県で行われた透析治療

山形県は東北地方の日本海側に位置し，東は宮城
県に接し南は福島県に接しており，山形市から仙台
市までは高速道で１時間弱，福島市までは高速道で
１時間半弱の距離である。山形県内は地震による大
きな施設被害がなく，主に宮城県，福島県の透析医
療への支援地として機能した。

●山形県の地震被害
山形県は地理的・歴史的に，庄内地方，最上地

方，村山地方，置賜地方に分かれ，村山地方には県
庁所在地である山形市があり，人口も透析施設も 4
地方でもっとも多い（図）。

それぞれの地震震度は震度 4 から震度 5 弱であ
り，地震による建造物の直接被害は少なく，透析施
設の損壊も報告されなかったが，地震直後，県内で
は村山地方を中心に広域に停電が発生した。停電は
翌 12 日午前から復旧し始め，同日 22 時頃までには
ほぼ県内全域で復旧した。そのためほとんどの施設
では 13 日（日）から透析の再開が可能となり，3
月 11 日，12 日に中止された透析患者も 13 日中に
は透析を完了し 14 日からは支援体制が整ったとい
える。

●支援透析の受け入れ体制
山形県には東日本大震災以前に，透析用の災害対

策ネットワークが組織されていたが，ネットワーク
担当者の移動などにより引き継ぎがうまくなされて
おらず，十分に機能する状態ではなかった。また地
震直後の広範囲な停電と電話の通信障害により，県
外との連絡だけでなく，県内の透析施設間の連絡そ
のものも不可能な状態であった。県内施設の状況把
握は，地震直後は県庁健康福祉部地域医療対策課が
行い，停電普及後の支援透析の展開は矢吹病院と県
庁が共同して行った。

3 月 12 日午前，宮城県南部の透析クリニックか
ら矢吹病院に直接電話で救援要請があり，停電と断
水で透析が行えないため入院患者を移送させたいと
いう内容であった。この件は受け入れ施設の判断で
受諾し，3 月 14 日から山形県は避難患者の受け入
れを開始した。それに先立つ 3 月 13 日，被災地か
らの透析患者の全県的な受け入れ体制整備の必要性
を県庁健康福祉部地域医療対策課と相談し，山形県
透析施設災害対策ネットワーク事務局（矢吹病院）
を山形県の受け入れ窓口として一本化した。3 月 14
日には避難患者用の相談窓口を県庁健康福祉部地域
医療対策課，山形県透析施設災害対策ネットワーク
事務局に設置し，山形県のホームページで紹介，テ
レビ，ラジオ，新聞などのメディアの協力を得てそ

図　山形県への主な患者避難経路
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の存在を全県的に周知した。同時に山形県透析施設
災害対策ネットワーク各施設に対して，避難透析患
者受け入れへの協力を要請し，全施設から了解を得
た。3 月 15 日からは日本透析医会災害対策ネット
ワークとの連携体制を構築した。このような受け入
れ体制で，山形県は 3 月 14 日から 20 日までの 1 週
間の間に，入院透析患者 71 名を 9 施設に，外来透
析患者 82 名を 13 施設に，総数 153 名の透析患者を
受け入れた（表）。

●患者移動の実際
山形県は入院外来あわせて 153 名の依頼透析を受

けたが，3 月 14 日の入院 25 名，3 月 15 日，17 日
の外来 62 名，65 名が規模の大きいものであった。
しかし，これはいずれも 1 施設の透析クリニックか
らの電話による直接的な依頼であり，患者の移動は
すべて依頼施設が大型バスを手配して医療スタッフ
も同乗してきたため，患者移動や患者情報の授受に
困難は生じなかった。その後の南三陸町から 3 名が
石巻赤十字病院を経由して緊急消防援助隊の防災ヘ
リコプターで来県，石巻赤十字病院からの 17 名は
宮城県手配のバス，いわき市内からの 19 名は福島
県手配のバスで，東北大学からの 4 名はタクシーで
来県した（図）。それ以外の小規模な移動数件は個人
的な移動手段を利用した。この頃は地震による交通
網の障害と津波による港湾施設被害により，東北地
方はガソリン不足に陥った。特に山形県村山地方は
物資が被災地最優先に配分されたこともあり，地震
後 10 日間のガソリン不足は著しく各施設自前での
大規模な患者搬送に協力することは困難であった。

宮城県北部の被災患者は機能していた石巻赤十字
病院に集められていたが飽和状態であった。そのた

め南三陸町の 3 名の入院患者は緊急消防援助隊の防
災ヘリコプターで石巻赤十字病院から山形県立中央
病院に搬送された。翌日石巻赤十字病院から 17 名
の患者移送を宮城県透析施設ネットワークから依頼
があり，宮城県手配のバスにより来県し，村山地方
の 4 つの施設で入院収容した。いわき市では原子力
発電所事故の影響で地元での透析治療が継続不能に
陥り，3 月 17 日に大規模な患者移送が関東，新潟
へ行われたが，多くの患者がまだいわき市に残され
ているとの情報が入った。当初その人数は 100 人程
度との情報があったが福島県災害対策本部により
19 人の患者移送が必要と訂正され，福島県手配の
バスにより東北自動車道で宮城県を経由して来県し
た。高速道路のインター直後にある県庁で避難透析
患者の放射線量を測定後，置賜総合病院を経由して
2 施設に入院収容した。

石巻赤十字病院といわき市からの避難患者はもと
もと外来通院患者であったため，当初は山形市内の
一般避難所に入所させ，透析施設へ通院させる計画
で山形市と打ち合わせを行っていた。しかし実際に
患者が到着してみると，多くは高齢者であり日常生
活動作に何らかの障害を抱えており，さらに着の身
着のままの状態であった。当時，山形市は雪が降っ
ており，透析患者の状況からもとても一般避難所に
収容できるような状況ではなく，急遽入院収容を決
定した。

●受け入れ後の透析プログラム
県内へのそれぞれの施設での受け入れ規模は，3

月 15 日，17 日の外来患者 62 人，65 人，3 月 14 日
の入院 25 人，3 月 18～19 日のいわき市からの受け
入れが 10 人弱，それ以外は 4～5 人程度であった。

表　山形県の透析患者受け入れ

日時 被災施設・被災地区 人数 受入状況 受入施設数 コーディネート 移動手段
3月 14 日 岩沼市のクリニック 25名 入院 1施設 (A) 施設から直接電話 施設手配のバス

南三陸町（石巻経由） 3名 入院 1施設 宮城県災害対策本部 緊急消防援助隊の防災ヘリ
3月 15 日 石巻赤十字病院（経由） 17名 入院 4施設 宮城県ネットワーク 宮城県手配のバス

岩沼市のクリニック 62名 外来 1施設 (B) 施設から直接電話 施設手配のバス
3月 17 日 岩沼市のクリニック 65名 外来 1施設 (B) 施設から直接電話 施設手配のバス
3月 18 〜 19 日 いわき市内 19 名 入院 2施設 福島県災害対策本部 福島県手配のバス

東北大学（経由） 4名 入院 1施設 宮城県ネットワーク タクシー
3月 14 日〜 個別の移動（1〜 3名単位） 17 名 外来 13 施設 個別連絡 個別手段
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25 人の透析患者を受け入れた A 施設のベッドサイ
ドコンソール数は 45 床で，月水金は午前と夜間，
火木土は午前午後の 4 シフトで，受け入れ以前の充
足率は 75％であり，最大 40 人の受け入れが可能で
あった。停電により 3 月 11 日（金）の夜間透析が
行えなかったため法人他施設の夜間透析患者も含め
て 3 月 12 日（土）に一律 3 時間透析を試行，12 日
予定透析は 13 日（日）に 3 時間透析を行った。25
人の入院透析受け入れ後は，月水金午後透析で 4 時
間を 2 回行い，その後 3 回は計画停電の影響もあり
3 時間透析を余儀なくされたが，3 月 24 日からは全
員に 4 時間透析を施行した。その後は新たに避難し
てきた患者と元施設の復旧に伴い戻る患者の入れ替
わりがあったが，6 月末までにはすべての患者が元
施設に復した。

60 人を超える外来透析を単施設で受け入れた C
施設は，70 台のベッドサイドコンソールを有し，
月水金は午前と夜間，火木土は午前午後の 4 シフト
で，受け入れ以前の充足率は 56 .8％で最大 121 人
の受け入れが可能であった。特に火木土の午後シフ
トは 20 数名の患者しかいなかったため，既存の透
析患者を午前シフトに移動させ，午後シフトはすべ
て被災患者の受け入れに当てたため，最大 65 人を
一度に対応することが可能であった。透析時間を 4
時間以上行っていた患者は一律 4 時間透析に短縮し
た。3 月 23 日から震災前の透析時間に戻すことが
できた。しかし山形市内では地震後 2 日間広範囲に
停電があったため，オンライン HDF は透析液水質
の清浄度の担保ができなかったため，地震後中止さ
れ再開には 17 日間を要した。約 60 人の透析患者移
動には医師 1 名，看護師 3 名，臨床工学技士 3 名の
同行があったため，穿刺と透析中の患者ケアは同行
医療スタッフが行ったため受け入れ施設への負担は
大きくなかった。3 月 17 日，いわき市からの 100
人程度の避難者がありそうだとの連絡があり，B 施
設では連日 3 シフトにした受け入れ体制を立ち上げ
るために，日本臨床工学技士会と日本腎不全看護学
会と日本透析医会が中心で組織したボランティア派
遣を依頼した。後日福島県からの情報訂正があり，
いわき市からの避難患者数が大幅に減り，入院収容
となったためボランティアが現場で活動することは
なかった。

●課題
被災患者の依頼透析を受ける場合，受け入れ施設

側の容量を最も左右するのが入院対応なのか外来対
応となるのかである。今回の宮城県，福島県からの
山形県への避難者は津波被害や原発事故の影響で着
の身着のままの避難を余儀なくされたもので，しか
も高齢者である点を考慮すると当初から入院対応を
考えるべきであったかもしれない。しかし入院対応
を原則とした場合，入院病床の容量の問題で受け入
れ施設の確保が困難になるかもしれない。入院か外
来かのトリアージ，搬出側がある程度の情報として
受け入れ側に伝えたほうがスムースであると思われ
た。しかし，これは搬出側の被害の程度，混乱の程
度に大きく依存するため，多くを望むことを前提に
すべきではないだろう。われわれが経験したよう
に，当該患者所属の医療スタッフが同行する場合
は，患者の個別情報不足に起因する緊急透析への障
害は生じないが，これは災害時にはまれなケースだ
と考えられる。緊急時にはある程度の除水と最低限
の溶質除去が担保されさえすれば，それ以外の細か
な情報がなくとも緊急の透析を行うことは可能であ
る。緊急時に患者搬出側に過度の情報提供を課すこ
とは避けるべきであり，必要なのはむしろ，感染症
や禁忌薬などについて，患者が自分自身の診療情報
を把握していること，そのように常日頃から指導し
ておくことであろう。
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被災地の視点

●はじめに
東日本大震災発生後に直面した最大の問題はすべ

ての通信が途絶し，透析施設間の情報共有体制が崩
壊した点であった。甚大な被害を受けた施設は，患
者との連絡も不能となり，またあらゆる通信手段を
使っての透析施設間の連絡も絶たれていた。そのた
め，支援側に自施設の被災情報を発信することさえ
も困難だった。

このような情報共有ができない状況において，被
災地最前線で震災直後から支援透析を行った 2 施
設，仙台社会保険病院と石巻赤十字病院における各
被災施設との患者情報共有の実際と情報がないため
に起こった問題点を報告する。

●仙台社会保険病院における患者情報の共有
東日本大震災発生後，宮城県では 54 透析施設の

すべてが機能を停止し，翌朝の時点でも稼働できた
のは仙台社会保険病院など 9 施設のみだった。

震災後の通信状態に関して，地震直後から固定電
話・携帯電話・インターネットなどすべての通信機
器が使用不能となり，また災害対策として県内各透
析施設に配備されていた MCA 無線も，無線基地局
の被災や基地局間の光ファイバー通信が寸断，各施
設無線のバッテリー切れにより短時間で通信不能と
なった（MCA 無線：複数の周波数を多数の利用者
が効率よく使える業務用無線通信。混信に強く，無
線従事者資格が必要ないという特徴があり，宮城県
では震災対策として各地域医師会およびほとんどの
透析施設に配備されている）。

仙台社会保険病院は，このような状況下で透析難
民が続出することを予想し，震災翌朝よりラジオ・
テレビを通じてすべての透析患者を受け入れること

を呼びかけた。各被災施設は患者との連絡も難しい
状況であったため，呼びかけ後より他施設透析患者
が次々と個人行動で来院した。来院したすべての患
者に対応すべく，不眠不休で 24 時間連続の支援透
析 体 制 を と り， 震 災 後 1 週 間 で 36 施 設， 延 べ
1,759 人の支援透析を行った 1）。

患者情報に関して，患者が施設単位行動をせずに
来院したため，震災直後は被災施設患者の情報収集
に難儀した。透析カード，透析手帳など患者情報が
記載されたものを持参した患者は自院患者を含めて
3 割程度であり，持参していない患者にドライウェ
イトや感染症の有無を確認しても判らないことのほ
うが多かった。中には津波から逃れ泥だらけの服で
透析を受けにきた患者もおり，透析情報も財布すら
も持参していない状況であった。

ただし，支援施設が普段から地域の透析拠点病院
であったため，透析導入時や合併症入院時の過去カ
ルテにより 9 割の患者情報が入手できた。また域内
支援であったことにより，患者が拠点病院を受診し
ていると予想した各被災施設スタッフが駆けつけた
ため，あまり遅れずに患者情報が届けられた。

被災下の支援透析では，限られた透析物資と限ら
れた時間の範囲で透析条件が決定されるため，日常
の患者情報・透析条件は参考程度に使用された。し
かし，情報が判った上で縮小透析をするのと，何も
判らない中で縮小透析を行うのでは支援側の心労は
大きく異なるものであった。支援側の負担を減らせ
るよう，各施設は日頃から患者に透析情報の携帯を
教育する必要があると考えられた。

なお，自施設である仙台社会保険病院の患者は全
員が透析カードを持参した。透析カードにバーコー
ドが付いており日々の透析受付の際に使用していた
ため，常に携行する習慣がついていたからである。

（オ）患者情報の共有
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●石巻赤十字病院における患者情報の共有
石巻市は宮城県の北東部沿岸地方に位置し，地震

と津波により大きな被害を受けた。石巻医療圏には
4 つの透析施設（合計透析床数 161，透析患者 540
人）があったが，震災後に稼働できたのは石巻赤十
字病院の 30 床だけであった。元々この医療圏では
地震に備え圏内各施設が災害時協力体制をとってお
り，震災後の急性期においても稼働 30 床で 540 人
の透析を行うという支援透析体制が速やかにとられ
た。

震災直後の通信状態に関して，地震発生直後から
固定電話・携帯電話いずれも使用できなくなり，メ
ール・インターネット・MCA 無線もまもなく使用
できなくなった。ただし，衛星携帯電話は医療圏外
との通信に使用可能であり，震災 3 日後以降の仙台
市への透析支援依頼に有用となった。

このような通信状態であったが，震災翌朝には各
施設のスタッフと患者が石巻赤十字病院に来院し，
スタッフが患者情報も持参していたため患者情報の
共有は保持された。なお，被災施設から患者への連
絡・安否確認は全くできなかったため，患者の自主
登院など事前に対策を決めておく必要がある。

石巻医療圏では，災害時の支援透析施設があらか
じめ決まっており，それが各施設職員と患者に周知
されていたため，通信手段が絶たれた震災時にも混
乱なく支援透析体制がとれている 2）。

●おわりに
今回の大震災では，地域の透析拠点病院が震災直

後から透析可能な状態に整備されたことで，幸いに
も域内支援で乗り切れた。域内支援であったために
支援施設と被災施設が比較的近い距離にあり，多少
の苦労はあったものの患者情報の共有が可能であっ
た。

しかし，これらの拠点病院も自施設が被災してい
る中でぎりぎりの対応をしており，一歩間違えば被
災側，支援を受ける側になる可能性も十分にあっ
た。そのような事態になれば，患者情報を持たない
透析患者が個々に域外に避難する，いわゆる透析難
民が大規模な県外避難をしていたことが予想され
る。被災地域のスタッフは，施設復旧，負傷者の治
療などさまざまな作業に追われ，患者との連絡も絶

たれているため自施設の患者がどこに避難したかも
わからず，支援施設に患者情報を発信することは不
可能となる。

今後の震災対策として，透析施設は災害時に多く
の透析患者が被災地外に移動する可能性を想定しな
ければならない。支援側の施設の負担をできる限り
減らせるよう，支援体制を速やかに構築してもらえ
るように，被災地施設は可能な範囲で正確な被災情
報・患者情報を受け渡すことが重要である。

ただし，甚大な被害があった施設ほど情報の伝達
手段は限られ，スタッフも目前のさまざまな事項の
対処に追われるため支援依頼を発信することも容易
ではない。今回の震災経験からも透析カードの普及
は必要であり，すべての透析患者が最低限の診療情
報を記録した透析カードを常に携行する習慣が日常
から徹底していれば，避難先でもトラブルなく透析
診療を継続できると考えられる 3）。
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支援地の視点

被災地と支援地の間には埋めがたい意識のギャッ
プが存在している。被災者である患者は命からがら
避難して来る。その緊急性にもよるが，一般にカル
テを持参してくることは困難と考えたほうがよいだ
ろう。

ところが，特に被災したわけではない支援地の透
析施設はごく普通の日常診療の延長としてこれらの
患者を受け入れる。非常時であれば細かな条件など
気にせず取りあえず全員同じ条件で透析してしまえ
ばよいではないか，と思うかもしれないが，これを
日常診療の延長と捉えるならば話は全く別である。
そのポテンシャルがあるのだからできるだけ質の高
い透析診療を提供したいという志はあるし，危険が
少なくて済むようにできるだけ患者の情報を欲しい
と考えるのも無理のない話である。特に自らが被災
経験のない施設ではその傾向が強い。実際に，今回
の震災の際には「Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルスの感
染状況がわからない患者を急に受け容れることはで

きない」という回答を示した施設もあった。昨今の
些細なことでもすぐに責任を取らされる社会的風潮
を考えれば一概に非難もできないかもしれない。

新潟県中越地震・中越沖地震の経験を持つ長岡市
内の各透析施設は情報共有に対する意識が高く，こ
れを踏まえた東日本大震災時の支援対応は出色であ
った。

喜多町診療所ではやってきた避難患者全員にまず
タグをつけた。そこに透析診療に必要な最低限のデ
ータを聞き取って書き込み，患者の首からぶら下げ
るのである。この措置によって見知らぬ患者でも最
低限知っておかねばならない情報が診療スタッフと
共用された（図）。このシステムは特に大勢の新た
な患者を一気に引き受ける際のリスク削減に有効で
あると思われた。

長岡赤十字病院は他院から情報の乏しい患者を引
き受けてきた経験から，自院が管理する透析患者の
透析カード携行を強く奨励するようになった。透析
カードの利点と問題点を表に示す。問題点のうち，
情報の遅れについてはリライト式のカードを導入す
ることで解決できる。福島県では透析医会の助成金
を用いて県内全施設にリライト式透析カードとその
リーダーの配備が進められている。携行の徹底につ
いては日頃の患者教育や運用の工夫によってかなり
改善できるものと思われる。長岡赤十字病院では毎
回の透析セッションのたびに透析カードの携行を確
認することで，ほぼ間違いなく携行を徹底させるこ
とができるようになったと聞く。カードの準備や運
用を裏付ける財源の問題，個人情報保護の問題等に

図　

表　

透析カードの利点
・カルテなしに他施設と情報共有できる
・携帯が便利である

透析カードの欠点
・初期投資やランニングコストの財源は保障されず，施設の
持ち出しになる

・情報が常に最新とは限らない
・常に携帯されるとは限らない
・個人情報が漏洩する危険がある
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一定の解決が得られるのであれば，これら運用の改
善によって透析カードを普及させるというのも一つ
の方向性であろう。

被災地と支援地の患者情報の共有は明日にも必要
になるかもしれない問題であり，可及的早急な具体
的な患者情報共有の実現が必要である。
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1．�透析治療の維持が不可能な場合，あるいは可能でも十分な医療のリソースがない場合は，他施設での支援

透析を行う。

2．支援透析の場所は患者の生活場所を考慮して行う。

3．支援地と支援地で密に情報共有し移送計画を立てる。

4．長期の支援透析においては生活支援・精神的支援を行う。

解説

1． 建物や機器が損壊した場合，電気や水道などのインフラが確保できない場合には患者を他施設へ移送し支

援透析を行う必要性があるが，スタッフ不足，被災地で治療を続行するには状態が悪い患者の存在など相

対的に医療リソースが不足する場合にも，患者移送，他施設での支援透析も考慮すべきである。　

2． 可能な限り透析患者の通常の生活に近い場所で支援透析を行うことが望ましい。可能であれば生活圏から

陸路移動できる場所での外来透析を選択する。これが難しい場合は，入院透析が次善の策となる。入院で

受け入れられない患者数の場合に，別途宿泊施設が必要になるが，これは平時における自治体との協議が

望ましい。

3． 遠隔地における支援透析の可能性が考慮される状況では，被災地と支援地の情報共有はきわめて重要であ

る。発災早期の被災地側からの積極的な情報発信と非被災地の支援体制の表明が必要である。しかし甚大

な被害の場合，被災地の早期の情報発信は不可能な場合が多い。その場合被災地の状況を知るために，早

期に被災地への情報コーディネーターの派遣を行うべきである。支援地側の情報については災害情報ネッ

トワークを通じて広く情報共有されなければならない。被災地からの移送手段が乏しい場合については，

移送手段の手配は支援地側から行うことも検討すべきである。

4． 支援地における被災透析患者の滞在が長期にわたる場合，生活面，および精神的な支援が不可欠である。

このために日本透析医会，日本透析医学会，地元自治体，国など使用可能なリソースを柔軟に活用する。

震災時の透析患者の移送と支援地での 
透析治療に関する提言


